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文書規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年４月１日 

宮 城 県 知 事××村××井××嘉××浩    

宮城県訓令甲第 17号 

   文書規程の一部を改正する訓令 

 文書規程（昭和 43年宮城県訓令甲第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２第１号(1)ウを次のように改める。 

ウ 一部改正の場合 

(ｱ) １つの条例の一部を改正する場合 

＊○○○条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

＊＊令和○年○月○日 

宮城県知事＊○＊＊○＊＊○＊＊○＊ 

宮城県条例第○号 

＊＊＊○○○条例の一部を改正する条例 

＊○○○条例（平成○年宮城県条例第○号）の一部を次のように改正する。 

＊次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 （○○） 
第○条＊・・・○○○○○○・・・・・・

 （○○） 
第○条＊・・・△△・・・・・・・・・・
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＊・・・・・・・。 
２・３＊［略］ 
 
 （○○） 
第○条＊・・・○○・・・・。 
 

＊・・・・・・・。 
２・３＊［略］ 
 
 （○○） 
第○条＊・・・△△・・・・。 
 

＊＊＊附＊則 

＊（施行期日） 

１＊この条例は、公布の日から施行する。 

＊（経過措置） 

２＊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
 

＊は、１字空けを表す。以下同じ。 

 

(ｲ) ２つ以上の条例の一部を１つの条例で改正する場合 

＊○○○条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

＊＊令和○年○月○日 

宮城県知事＊○＊＊○＊＊○＊＊○＊ 

宮城県条例第○号 

＊＊＊○○○条例等の一部を改正する条例 

＊（○○○条例の一部改正） 

第１条＊○○○条例（平成○年宮城県条例第○号）の一部を次のように改正する。 

＊＊次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう
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＊に改正する。 

改 正 後 改 正 前 
 
第○条＊・・・○○○○○○・・・・・・ 
 

 
第○条＊・・・△△・・・・・・・・・・  

＊（△△△条例の一部改正） 

第２条＊△△△条例（平成○年宮城県条例第○号）の一部を次のように改正する。 

＊＊次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

＊に改正する。 

改 正 後 改 正 前 
 
第○条＊・・・△△・・・・。 
 

 
第○条＊・・・○○・・・・。 
 

＊（□□□条例の一部改正） 

第３条＊・・・・・・・・・・・・・・。 

【中略】 

＊＊＊附＊則 

＊この条例は、公布の日から施行する。 
 

 

(ｳ) 附則で他の条例の一部を改正する場合 

4



 

＊○○○条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

＊＊令和○年○月○日 

宮城県知事＊○＊＊○＊＊○＊＊○＊ 

宮城県条例第○号 

＊＊＊○○○条例の一部を改正する条例 

＊○○○条例（平成○年宮城県条例第○号）の一部を次のように改正する。 

＊次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように 

改正する。 

【中略】 

＊＊＊附＊則 

＊（施行期日） 

１＊この条例は、公布の日から施行する。 

＊（△△△条例の一部改正） 

２＊△△△条例（平成○年宮城県条例第○号）の一部を次のように改正する。 

＊＊次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

＊に改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

第○条＊・・・△△・・・・。 

 

 

第○条＊・・・○○・・・・。 
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 別表第２第１号(3)を次のように改める。 

(3) 条文の改正等の方法 

ア 条文の改正 

(ｱ) 題名を改正する場合 

改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

＊＊＊○○○○○○○○○○○条例  ＊＊＊ 
 

【空白行】 
 （○○） 
第○条＊・・・・○○・・・・・・。 

【空白行】 

【空白行】 
＊＊＊△△△△△△△△△△△△△△△＊＊＊
＊＊＊△△△△△△条例 

【空白行】 
 （○○） 
第○条＊・・・・△△・・・・・・。 

【空白行】 

注 原則は題名全てに下線を付し、長い題名中の一部を改正する場合に限り、改正部分のみに下線を付しても

よい。 

(ｲ) 条・項・号・ただし書を改正する場合 

改 正 後 改 正 前 

【空白行】 
＊（○○） 
第２条＊・・・○○○○・・・・□□□□・・
＊・・・。 
２＊・・・・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○○○○
＊○○○○○○。 
＊⑴＊・・・・・・○○○○○○・・・・・・

【空白行】 
＊（○○） 
第２条＊・・・△△・・・・△△・・・・・。 
 
２＊・・・・△△△△△△△。 
 
＊⑴＊・・・・・・・・・・・。 
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＊＊・・・・・。 
＊⑵＊・・・・○○○・・・・。 
 
＊⑶＊・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＊＊・・・・・○○○○○○○○。 

【空白行】 
＊（○○） 
第５条＊・・・・○○・・・・○○・・○○・
＊・・・・・・・。 

【空白行】 
第６条＊・・・。ただし、○○。 

【空白行】 

 
＊⑵＊・・・・△△△△△△△△△△△△△△
＊＊△△△・・・・。 
＊⑶＊・・・・・・・・△△△△。 
 

【空白行】 
＊（○○） 
第５条＊・・・・△△・・・・△△。 

 
【空白行】 

第６条＊・・・。ただし、△△。 
【空白行】 

 

(ｳ) 別表を改正する場合 

改 正 後 改 正 前 

【空白行】 

別表第２（第○条関係） 

・・・○○○○○○○・・・ ［略］ 

○○○ ・・・○○○○○○○

○・・ 

【空白行】 

【空白行】 

別表第２（第○条関係） 

・・・△△△△△△・・・ ［略］ 

○○○ ・・・△△△△△

△・・・ 

【空白行】 
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(ｴ) 様式を改正する場合 

 
改 正 後 改 正 前 

【空白行】 

様式第２号（第○条関係） 

［略］ 

 

○○○●●申請書 

 

 ○○法第×条の規定により、次のとおり○○○●●を

申請します。 

［略］ 
 

【空白行】 

様式第２号（第○条関係） 

［略］ 

 

○○○申請書 

 

 ○○法第○条の規定により、次のとおり○○○を申請

します。 

［略］ 

 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 条文の追加 

(ｱ) 条・項・号を追加する場合 

【空白行】 

様式第２号（第○条関係） 

＊（表面） 

［略］ 

 

○○○●●申請書 

 

 ○○法第×条の規定により、次のとおり○○○●●を

申請します。 

 

［略］ 

＊（裏面）＊［略］ 

【空白行】 

様式第３号（第○条関係） 

【空白行】 

様式第２号（第○条関係） 

＊（表面） 

［略］ 

 

○○○申請書 

 

 ○○法第○条の規定により、次のとおり○○○を申請

します。 

 

［略］ 

＊（裏面）＊［略］ 

【空白行】 

様式第３号（第○条関係） 
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改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

第10条＊［略］ 
【空白行】 

＊（○○） 
第11条＊［略］ 
２＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
＊⑶＊○○○○○○○○○○ 

【空白行】 
第12条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第13条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
＊＊＊第○章＊［略］ 

【空白行】 
第14条＊［略］ 

【空白行】 
＊＊＊第○章＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条の２＊○○○○○○○○○○○○。 
２＊○○○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 

【空白行】 
第10条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第11条＊［略］ 
２＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
 

【空白行】 
第12条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第13条＊［略］ 

 
【空白行】 

＊＊＊第○章＊［略］ 
【空白行】 

第14条＊［略］ 
【空白行】 

＊＊＊第○章＊［略］ 
【空白行】 

 
 

 
【空白行】 
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(ｲ) 条・項・号の追加により続く１つの条・項・号を繰り下げる場合 

改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

第２条＊［略］ 
【空白行】 

＊（○○） 
第３条＊○○○○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
第４条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第５条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
＊○○○○○。 
３＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第６条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
＊⑶＊○○○○○○ 
＊⑷＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

【空白行】 
第２条＊［略］ 

【空白行】 
 

 
【空白行】 

第３条＊［略］ 
【空白行】 

＊（○○） 
第４条＊［略］ 
 
 
２＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第５条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
 
＊⑶＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

 

(ｳ) 条・項・号の追加により続く２つの条・項・号を繰り下げる場合 

改 正 後 改 正 前 
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【空白行】 
第９条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第10条＊○○○○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
第11条・第12条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第13条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
＊○○○○○。 
３・４＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
＊⑶＊○○○○○○ 
＊⑷・⑸＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

【空白行】 
第９条＊［略］ 

【空白行】 
 

 
【空白行】 

第10条・第11条＊［略］ 
【空白行】 

＊（○○） 
第13条＊［略］ 
 
 
２・３＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
 
＊⑶・⑷＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

 

(ｴ) 条・項・号の追加により続く３つ以上の条・項・号を繰り下げる場合 

改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

第９条＊［略］ 
【空白行】 

【空白行】 
第９条＊［略］ 

【空白行】 
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＊（○○） 
第10条＊○○○○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
第11条～第13条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
＊○○○○○。 
３～５＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第15条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
＊⑶＊○○○○○○ 
＊⑷～⑽＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

 
 

【空白行】 
第10条～第12条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第13条＊［略］ 
 
 
２～４＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
 
＊⑶～⑼＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

 

ウ 条文の削除 

(ｱ) 条・項・号を削除し形がいを残す場合 

改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

 
第12条＊削除 
 

【空白行】 
＊（○○） 
第12条＊○○○○○○○○○○○○○。 
２＊○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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【空白行】 

＊（○○） 
第13条＊［略］ 
２＊削除 
３～10＊［略］ 

【空白行】 
 
第30条及び第31条＊削除 

【空白行】 
 
 

【空白行】 
＊（○○） 
第32条＊［略］ 
＊⑴＊［略］ 
＊⑵・⑶＊削除 
 
＊⑷～⑽＊［略］ 

【空白行】 
 
第33条から第35条まで＊削除 

【空白行】 
 
 

【空白行】 
 
 

＊○○○○○○○。 
【空白行】 

＊（○○） 
第13条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○ 
３～10＊［略］ 

【空白行】 
 
第30条＊○○○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
＊（○○） 
第31条＊○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
＊（○○） 
第32条＊［略］ 
＊⑴＊［略］ 
＊⑵＊○○○○○○○○ 
＊⑶＊○○○○○○○○○○○ 
＊⑷～⑽＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第33条＊○○○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
＊（○○） 
第34条＊○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
＊（○○） 
第35条＊○○○○○○○○○。 
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【空白行】 
＊（○○） 
第36条＊［略］ 
＊⑴＊［略］ 
＊⑵から⑷まで＊削除 
 
 
＊⑸～⑽＊［略］ 

【空白行】 

【空白行】 
＊（○○） 
第36条＊［略］ 
＊⑴＊［略］ 
＊⑵＊○○○○○○○○ 
＊⑶＊○○○○○○○○○○○ 
＊⑷＊○○○○○○ 
＊⑸～⑽＊［略］ 

【空白行】 

 

(ｲ) 条・項・号の削除により続く１つの条・項・号を繰り上げる場合 

改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

第９条＊［略］ 
【空白行】 

 
 

【空白行】 
第10条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第11条＊［略］ 
 
 
２＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 

【空白行】 
第９条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第10条＊○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
第11条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第12条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
＊○○○○○○。 
３＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
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第12条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
 
＊⑶＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

第13条＊［略］ 
＊⑴・⑵＊［略］ 
＊⑶＊○○○○○ 
＊⑷＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

 

(ｳ) 条・項・号の削除により続く２つの条・項・号を繰り上げる場合 

改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

第９条＊［略］ 
【空白行】 

 
 

【空白行】 
第10条・第11条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第12条＊［略］ 
 
 
２・３＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第13条＊［略］ 
＊⑴～⑶＊［略］ 
 

【空白行】 
第９条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第10条＊○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
第11条・第12条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第13条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
＊○○○○○○。 
３・４＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条＊［略］ 
＊⑴～⑶＊［略］ 
＊⑷＊○○○○○ 
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＊⑷・⑸＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

＊⑸・⑹＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

 

(ｴ) 条・項・号の削除により続く３つ以上の条・項・号を繰り上げる場合 

改 正 後 改 正 前 
【空白行】 

第９条＊［略］ 
【空白行】 

 
 

【空白行】 
第10条～第12条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第13条＊［略］ 
 
 
２～４＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条＊［略］ 
＊⑴～⑶＊［略］ 
 
＊⑷～⑽＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 

【空白行】 
第９条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第10条＊○○○○○○○○○○○。 

【空白行】 
第11条～第13条＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第14条＊［略］ 
２＊○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
＊○○○○○○。 
３～５＊［略］ 

【空白行】 
＊（○○） 
第15条＊［略］ 
＊⑴～⑶＊［略］ 
＊⑷＊○○○○○ 
＊⑸～⑾＊［略］ 
２＊［略］ 

【空白行】 
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ア 

イ 

(ｱ) 

(ｲ) 

ａ 

ｂ 

 

１ 

２ 

(1) 

(2) 

ア 

イ 

(ｱ) 

(ｲ) 

ａ 

ｂ 

(a) 

(b) 

 

別表第２第１号(4)ウ中「右肩」を「上方」に改め、同号(4)オ中「算用数字」を「アラビア数字」に改め、同

号(4)カ中「漢数字」を「左右を丸括弧で囲んだアラビア数字」に改め、同号(4)コを次のように改める。 

コ 号を細別する場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いること。 

 

 

 別表第２第１号(4)サを次のように改める。 

サ 別表又は様式で文を細別する場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いること。 

 

 

 別表第２第３号(1)イを次のように改める。 

  イ 一部改正の場合 

(ｱ) 規程形式を用いる場合 

宮城県告示第    号 

＊○〇〇規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

＊＊令和○年○月○日 

宮城県知事＊○＊＊○＊＊○＊＊○＊ 
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＊＊＊○○○規程の一部を改正する告示 

＊○○○規程（平成○年宮城県告示第○号）の一部を次のように改正する。 

＊次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 （○○） 
第○条＊・・・○○○○○○・・・・・・
＊・・・□□・・・。 
２・３＊［略］ 
 

 （○○） 
第○条＊・・・△△・・・・・・・・・・
＊・・・・・・・。 
２・３＊［略］ 
 

＊＊＊附＊則 
＊（施行期日） 
１＊この告示は、公布の日から施行する。 
＊（経過措置） 
２＊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

(ｲ) 規程形式を用いない場合 

宮城県告示第    号 

＊○〇〇規程の一部を次のように改正し、令和○年○月○日から施行する。 

＊＊令和○年○月○日 
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１ 

２ 

(1) 

(2) 

ア 

イ 

(ｱ) 

(ｲ) 

ａ 

ｂ 

(a) 

(b) 

 

宮城県知事＊○＊＊○＊＊○＊＊○＊ 

＊次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 （○○） 
第○条＊・・・○○○○○○・・・・・・
＊・・・□□・・・。 
２・３＊［略］ 
 

 （○○） 
第○条＊・・・△△・・・・・・・・・・
＊・・・・・・・。 
２・３＊［略］ 
 

 

 

 別表第２第３号(4)イを次のように改める。 

イ 規程形式を用いない場合 

文を細別するために用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いること。 

 

 

 別表第２第４号を次のように改める。 

４ 公告 

 (1) 書式 

＊……………………………………………。 
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１ 

２ 

(1) 

(2) 

ア 

イ 

(ｱ) 

(ｲ) 

ａ 

ｂ 

(a) 

(b) 

 

１ 

２ 

(1) 

(2) 

ア 

イ 

(ｱ) 

(ｲ) 

ａ 

ｂ 

(a) 

(b) 

 

＊＊  年  月  日 

宮城県知事＊○＊＊○＊＊○＊＊○＊ 

＊…………………………。 

 (2) 公告作成の留意事項 

    文を細別するために用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いること。 

 

 

 別表第２第６号(4)イ(ｲ)を次のように改める。 

(ｲ) 文を細別する場合の指示番号は、次のとおりとする。 

 

 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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宮城県告示第246号 

 昭和54年宮城県告示第 298 号（環境基準の水域類型の指定）の一部を次のように改正し、令和７年

４月１日から施行する。 

 令和７年４月１日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩    

 表八幡川水域の項中「港橋」を「汐見橋」に改める。 
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宮城県告示第 247号 

救急病院等を定める省令（昭和 39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、次の病院を救急病院

と認定した。 

  令和７年４月１日 

                         宮城県知事  村  井   嘉  浩 

 

名  称 所 在 地 認定年月日 認定の有効期限 

東北医科薬科大学病院 仙台市宮城野区福室 

１－12－１ 

令和７年４月１日 令和 10年３月 31日 

東北医科薬科大学 

若林病院 

仙台市若林区大和町 

２－29－１ 

令和７年４月１日 令和 10年３月 31日 
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宮城県告示第 248号 

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和 34 年政令第 41 号）第９条第３項、附則第

４条の規定により読み替えて適用される第９条第５項、同条第８項及び第９項、附則第４条の規定に

より読み替えて適用される第 10 条第３項、同条第６項及び第７項並びに第 11 条第３項、第６項及び

第７項の規定により知事が定める数は、次のとおりとし、令和７年４月１日から施行する。 

 令和７年４月１日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩    

 

係 数 又 は 指 数 知 事 が 定 め る 数 

医療費指数反映係数 0.1 

一般納付金所得係数 0.8631057565776 

一般納付金基礎額調整係数 0.9994037578727 

一般納付金被保険者均等割指数 0.7 

後期高齢者支援金等納付金所得係数 0.8596453097028 

後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数 0.9999999986204 

後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数 0.7 

介護納付金納付金所得係数 0.8233460372765 

介護納付金納付金基礎額調整係数 0.9999999956137 

介護納付金納付金被保険者均等割指数 0.7 
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宮城県告示第 249号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の２第１項の規定により、公金事務を次のとお 

り指定公金事務取扱者に委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年４月１日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩    

１ 指定公金事務取扱者の名称及び主たる事務所の所在地 

石巻市開成１番 27 

東日本信用漁業協同組合連合会 

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る収納及び支出の内容 

沿岸漁業改善資金に係る償還金及び違約金の収納並びに貸付金の支出 

３ 指定年月日 

令和７年３月６日 

４ 委託年月日 

令和７年３月 25日 

５ 委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月 31日まで 
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宮城県告示第 250号 

 旧迫川右岸土地改良区の定款変更について、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の

規定により、令和７年３月26日認可した。 

 なお、この認可があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台

地方裁判所にこの認可に対する取消しの訴えを提起することができる。 

令和７年４月１日 

宮城県北部地方振興事務所 

所長 伊 藤 正 弘 
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宮城県告示第 251号 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により、伊豆沼沿岸土地改良区役員の就

任について、次のとおり届出があった。 

令和７年４月１日 

宮城県東部地方振興事務所 

所長   武 田 健 久 

 

 就任した者 

就任年月日 氏  名 住           所 役 職 

令和７年３月20日 髙橋 久美 登米市迫町新田字西坂戸89番地２ 理 事 
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都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第１項の規定により許可した次の開発区域（工区）に

係る開発行為は、その工事を完了した。 

 令和７年４月１日 

宮城県知事    村  井   嘉  浩     

１  工事を完了した開発区域（工区）に含まれる  岩沼市中央３丁目 166番の一部、167番の一部、  

 地域の名称                 168番、169番  

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称）  仙台市泉区泉中央３丁目８番地の１ 

                                大和ハウス工業株式会社 
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政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付す。 

令和７年４月１日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩    

 

１ 入札に付する工事 

(1) 工事番号 令和７年度債務複合施設１‐101号 

(2) 工 事 名  県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設新築電気工事 

(3) 施工場所 仙台市宮城野区宮城野二丁目 301‐１の一部 

(4) 工  期 宮城県議会で議決された日の翌日から令和 10年 11月 30日まで 

(5) 工事概要 電灯設備 一式 

         動力設備 一式 

        受変電設備 一式 

        発電設備 一式 

        構内情報通信網設備 一式 

        構内交換設備 一式 

        火災報知設備 一式 

その他情報・通信設備 一式 

(6) 予定価格 4,202,000,000円（消費税及び地方消費税を除く。） 

(7) 入札方式  一般競争入札（入札参加資格事前審査方式（施工体制事前提出方式）・ 

郵送入札・調査基準価格及び数値的判断基準を適用） 

(8) 落札方式 総合評価落札方式（標準型（施工計画型）） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1)及び(2)に掲げる要件を満たす単体企業、又は、(1)、(3)及び(4)に掲げる要件を満たす特定建設工

事共同企業体であること。 

また、この入札に参加する同一の企業は、単体企業、事業協同組合若しくは経常建設工事共同企業体又

は特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）のいずれかの形態をもって当該入札に同時に

参加することはできない。 

(1) 単体企業及び共同企業体におけるすべての構成員の資格 

イ 令和７年度宮城県建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格（以下「特定調達参加資格」

という。）を有すること。 

ロ 開札日において、宮城県から建設工事入札参加登録業者等指名停止要領に基づく指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

ハ 開札日において、会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を

受けた後、宮城県知事が別に定める競争入札参加資格の再評価を受けていること。 

ニ 開札日において、銀行取引停止となった者については、申立日を審査基準日とした経営事項審査

の再審査を受けていること。 

ホ 開札日において、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項各

号の規定に該当しないこと。 

なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条第１項の規定に該当しない者である。 

ヘ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 11月１日施行）別表各号に規定する次のいずれか

に該当するときは、入札に参加することはできない。 

なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為
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は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 

(ｲ) 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店

又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理

事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対法」という。）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である場合、又は暴力団員が経営に

事実上参加していると認められるとき。 

(ﾛ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図

り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者と

して、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係者」という。）の

威力を利用するなどしていると認められるとき。 

(ﾊ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下

「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対

して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与

していると認められるとき。 

(ﾆ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

(ﾎ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引

したり、又は不当に利用していると認められるとき。 

ト 経常建設共同企業体及び事業協同組合は、共同企業体の構成員となることができない。 

(2) 単体企業の資格 

イ 特定調達参加資格の承認の際に電気工事に係る建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 27条の

29第１項の規定する総合評定値が 1,200点以上であること。 

ロ 建設業法第 15条の規定に基づく電気工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ハ 現場施工に着手する日までに、電気工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載のと

おりとする。） 

(3) 共同企業体の結成方法 

イ 構成員の数は、２者であること。 

ロ 構成員の組合せは、(4)のイの資格を満たす１者及び(4)のロの資格を満たす１者の組合せである

こと。 

ハ 結成は、自主結成であること。 

ニ 代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者で、施工能力の大きい者であること。 

ホ 代表者の出資割合は、構成員中最大であること。 

 (4) 共同企業体の構成員の資格 

  イ 共同企業体における代表者 

   (ｲ) 特定調達参加資格の承認の際に電気工事に係る建設業法第 27条の 29第１項の規定する総合評

定値が 1,200点以上であること。 

   (ﾛ) 建設業法第 15条の規定に基づく電気工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

      (ﾊ) 現場施工に着手する日までに、電気工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修

了証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載

のとおりとする。） 

  ロ 共同企業体における代表者以外の構成員 

   (ｲ) 特定調達参加資格の承認の際に電気工事に係る建設業法第 27条の 29第１項の規定する総合評
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定値が 850点以上であること。 

   (ﾛ) 建設業法第 15条の規定に基づく電気工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

      (ﾊ) 現場施工に着手する日までに、電気工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修

了証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載

のとおりとする。） 

３ 入札手続等 

(1) 入札執行者 

宮城県出納局契約課長 菊田 康弘 

(2) 担当課及び担当班 

〒980‐8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎２階） 

宮城県出納局契約課工事契約班  022‐211‐3336 

(3) 契約条項を示す場所並びに入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所等 

イ 契約条項を示す場所 (2)と同じ 

ロ 入札説明書及び入札参加資格確認申請書類の交付期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年４月 15日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日等」という。）を除く）午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ハ 入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所及び方法 

(2)において配布及びこの入札公告が掲載された入札情報サービスシステムの工事の欄からダウ

ンロードできる。 

(4) 設計図書等の閲覧及び貸出 

当該工事に係る仕様書、図面及び仮契約書（案）を閲覧に供するほか、希望者に貸し出しする。 

イ 閲覧、貸出期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年６月５日（木）まで（休日等を除く。）の午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ロ 閲覧場所 

入札情報サービスシステム 

(5) 入札書の提出期限及び場所 

イ 提出期限及び方法 

令和７年６月６日（金）午後５時とし、提出方法は入札説明書に記載のとおりとする。 

なお、電報及びファクシミリによる入札は認めない。 

ロ 場所 (2)と同じ 

(6) 開札の日時及び場所 

イ 日時 令和７年６月 10日（火）午前 10時 

ロ 場所 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 入札室（宮城県行政庁舎 10階） 

４ 入札参加資格の確認等 

(1) 提出書類 

入札参加を希望する者は、次に掲げる書類（３の(3)により配布する様式による。）を持参の上提出

し、この工事に係る入札参加資格審査及び資格確認を受けなければならない。 

イ 入札参加資格確認申請書 

ロ その他、入札説明書に記載してあるもの。 

(2) 入札参加申請書類の受付期間及び提出場所等 

イ 受付期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年４月 15日（火）まで（休日等を除く。）の午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

31



ロ 提出場所 

３の(2)と同じ 

(3) 入札参加資格の審査等 

イ 入札参加資格の審査をしたときは、当該申込みを行った者に対してその結果を郵送で通知する。 

ロ 入札参加資格有資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせをすること

ができる。 

ハ ロの説明を求めようとするときは、その旨を記載した書面を３の(2)に記載の担当課へ提出する

ものとする。 

５ 入札保証金 

必要（詳細については入札説明書に記載のとおりとする。） 

６ 工事費内訳書の提出 

(1) 入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

(2) 工事費内訳書の様式は別に定める。 

(3) 工事費内訳書は、返戻しない。 

７ 入札の無効 

本入札公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入

札並びに入札説明書において示した条件等に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、開札時において２に掲げるいずれ

かの要件を満たさなくなった者のした入札は無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

入札価格が、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、総合評価点の最も高い者を落札候

補者とする。ただし、調査基準価格を設けるものとし、落札者となるべき者の入札価格によっては、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点の最も高い者を落

札候補者とすることがある。 

９ 契約保証金 

契約金額の 10分の１以上の金額とする。ただし、調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合の

契約保証金の額は、契約金額の 10分の３以上の額とする。 

10 契約の締結 

(1) この契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第５号及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年宮城県条例第 18号）第２条の規定により、

この契約の効力は宮城県議会の議決を経てから生ずるため、それまでの間は仮契約の締結を行うもの

とする。 

(2) 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者が２に

掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。 

11 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 当該建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約によ

り締結する予定の有無 無 

(3) 契約書作成の要否 要 

(4) 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地

方消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する
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金額を控除した金額を入札書に記載すること。 

(5) 関係図書等の閲覧 建設工事執行規則（昭和 39年宮城県規則第９号）、宮城県建設工事競争入札参

加心得、建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）実施要領、宮城県建設工事総合評価落札方式

（簡易型・標準型）の手引きについては、出納局契約課のホームページ及び入札情報サービスシステ

ムにおいて閲覧できる。 

(6) 詳細は入札説明書による。 

12 概要 

Summary 

1. Name of Construction:  

Electrical Work for New Construction of a Miyagi Prefectural Civic Center and NPO Plaza 

Complex 

2. Details of Construction: 

・Installation of electric lighting equipment (1 set) 

・Installation of power equipment (1 set)  

・Installation of substation equipment (1 set) 

・Installation of power generation equipment (1 set) 

・Installation of on-site information and communications network equipment (1 set)  

・Installation of on-site telephone, etc. equipment (1 set) 

・Installation of fire alarm system (1 set) 

・Installation of other information and communications equipment 

3. Contact Information and Address for Bid Submission:  

Construction Contract Section, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government  

3-8-1 Honcho, Aoba-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture 980-8570 Japan 

TEL.: 022-211-3336 

4. Deadline for Application for Bid Submission:  

April 15, 2025, 5:00 P.M. 

5. Person in Charge of Bidding:  

Yasuhiro Kikuta, Director, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government 

6. Deadline for Bid Submission:  

June 6, 2025, 5:00 P.M. 

7. Place for Bid Selection:  

Bidding Room, Miyagi Prefectural Government Building 10th Floor,  

3-8-1 Honcho, Aoba-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture 

8. Date and Time for Bid Selection:  

June 10, 2025, 10:00 A.M. 
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政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付す。 

令和７年４月１日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩    

 

１ 入札に付する工事 

(1) 工事番号 令和７年度債務複合施設１‐102号 

(2) 工 事 名  県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設新築衛生工事 

(3) 施工場所 仙台市宮城野区宮城野二丁目 301‐１の一部 

(4) 工  期 宮城県議会で議決された日の翌日から令和 10年 11月 30日まで 

(5) 工事概要 衛生器具設備 一式 

         給水設備   一式 

        排水設備   一式 

        給湯設備   一式 

        消火設備   一式 

        ガス設備   一式 

        さく井設備  一式 

(6) 予定価格 2,978,000,000円（消費税及び地方消費税を除く。） 

(7) 入札方式  一般競争入札（入札参加資格事前審査方式（施工体制事前提出方式）・ 

郵送入札・調査基準価格及び数値的判断基準を適用） 

(8) 落札方式 総合評価落札方式（標準型（施工計画型）） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1)及び(2)に掲げる要件を満たす単体企業、又は、(1)、(3)及び(4)に掲げる要件を満たす特定建設工

事共同企業体であること。 

また、この入札に参加する同一の企業は、単体企業、事業協同組合若しくは経常建設工事共同企業体又

は特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）のいずれかの形態をもって当該入札に同時に

参加することはできない。 

(1) 単体企業及び共同企業体におけるすべての構成員の資格 

イ 令和７年度宮城県建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格（以下「特定調達参加資格」

という。）を有すること。 

ロ 開札日において、宮城県から建設工事入札参加登録業者等指名停止要領に基づく指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

ハ 開札日において、会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を

受けた後、宮城県知事が別に定める競争入札参加資格の再評価を受けていること。 

ニ 開札日において、銀行取引停止となった者については、申立日を審査基準日とした経営事項審査

の再審査を受けていること。 

ホ 開札日において、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項各

号の規定に該当しないこと。 

なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条第１項の規定に該当しない者である。 

ヘ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 11月１日施行）別表各号に規定する次のいずれか

に該当するときは、入札に参加することはできない。 

なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為

は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 
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(ｲ) 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又

は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事

等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対法」という。）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である場合、又は暴力団員が経営に事実上参

加していると認められるとき。 

(ﾛ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警

察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係者」という。）の威力を利用

するなどしていると認められるとき。 

(ﾊ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下

「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対

して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与し

ていると認められるとき。 

(ﾆ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

(ﾎ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引し

たり、又は不当に利用していると認められるとき。 

ト 経常建設共同企業体及び事業協同組合は、共同企業体の構成員となることができない。 

(2) 単体企業の資格 

イ 特定調達参加資格の承認の際に管工事に係る建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 27条の 29

第１項の規定する総合評定値が 1,000点以上であること。 

ロ 建設業法第 15条の規定に基づく管工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ハ 現場施工に着手する日までに、管工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載のとお

りとする。） 

(3) 共同企業体の結成方法 

イ 構成員の数は、２者であること。 

ロ 構成員の組合せは、(4)のイの資格を満たす１者及び(4)のロの資格を満たす１者の組合せである

こと。 

ハ 結成は、自主結成であること。 

ニ 代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者で、施工能力の大きい者であること。 

ホ 代表者の出資割合は、構成員中最大であること。 

 (4) 共同企業体の構成員の資格 

  イ 共同企業体における代表者 

   (ｲ) 特定調達参加資格の承認の際に管工事に係る建設業法第 27条の 29第１項の規定する総合評定

値が 1,000点以上であること。 

   (ﾛ) 建設業法第 15条の規定に基づく管工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

      (ﾊ) 現場施工に着手する日までに、管工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載の

とおりとする。） 

  ロ 共同企業体における代表者以外の構成員 

   (ｲ) 特定調達参加資格の承認の際に管工事に係る建設業法第 27条の 29第１項の規定する総合評定

値が 850点以上であること。 
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   (ﾛ) 建設業法第 15条の規定に基づく管工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

      (ﾊ) 現場施工に着手する日までに、管工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載の

とおりとする。） 

３ 入札手続等 

(1) 入札執行者 

宮城県出納局契約課長 菊田 康弘 

(2) 担当課及び担当班 

〒980‐8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎２階） 

宮城県出納局契約課工事契約班  022‐211‐3336 

(3) 契約条項を示す場所並びに入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所等 

イ 契約条項を示す場所 (2)と同じ 

ロ 入札説明書及び入札参加資格確認申請書類の交付期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年４月 15日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日等」という。）を除く）午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ハ 入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所及び方法 

(2)において配布及びこの入札公告が掲載された入札情報サービスシステムの工事の欄からダウ

ンロードできる。 

(4) 設計図書等の閲覧及び貸出 

当該工事に係る仕様書、図面及び仮契約書（案）を閲覧に供するほか、希望者に貸し出しする。 

イ 閲覧、貸出期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年６月５日（木）まで（休日等を除く。）の午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ロ 閲覧場所 

入札情報サービスシステム 

(5) 入札書の提出期限及び場所 

イ 提出期限及び方法 

令和７年６月６日（金）午後５時とし、提出方法は入札説明書に記載のとおりとする。 

なお、電報及びファクシミリによる入札は認めない。 

ロ 場所 (2)と同じ 

(6) 開札の日時及び場所 

イ 日時 令和７年６月 10日（火）午前 10時 15分 

ロ 場所 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 入札室（宮城県行政庁舎 10階） 

４ 入札参加資格の確認等 

(1) 提出書類 

入札参加を希望する者は、次に掲げる書類（３の(3)により配布する様式による。）を持参の上提出

し、この工事に係る入札参加資格審査及び資格確認を受けなければならない。 

イ 入札参加資格確認申請書 

ロ その他、入札説明書に記載してあるもの。 

(2) 入札参加申請書類の受付期間及び提出場所等 

イ 受付期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年４月 15日（火）まで（休日等を除く。）の午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ロ 提出場所 

36



３の(2)と同じ 

(3) 入札参加資格の審査等 

イ 入札参加資格の審査をしたときは、当該申込みを行った者に対してその結果を郵送で通知する。 

ロ 入札参加資格有資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせをすること

ができる。 

ハ ロの説明を求めようとするときは、その旨を記載した書面を３の(2)に記載の担当課へ提出する

ものとする。 

５ 入札保証金 

必要（詳細については入札説明書に記載のとおりとする。） 

６ 工事費内訳書の提出 

(1) 入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

(2) 工事費内訳書の様式は別に定める。 

(3) 工事費内訳書は、返戻しない。 

７ 入札の無効 

本入札公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入

札並びに入札説明書において示した条件等に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、開札時において２に掲げるいずれ

かの要件を満たさなくなった者のした入札は無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

入札価格が、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、総合評価点の最も高い者を落札候

補者とする。ただし、調査基準価格を設けるものとし、落札者となるべき者の入札価格によっては、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点の最も高い者を落

札候補者とすることがある。 

９ 契約保証金 

契約金額の 10分の１以上の金額とする。ただし、調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合の

契約保証金の額は、契約金額の 10分の３以上の額とする。 

10 契約の締結 

(1) この契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第５号及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年宮城県条例第 18号）第２条の規定により、

この契約の効力は宮城県議会の議決を経てから生ずるため、それまでの間は仮契約の締結を行うもの

とする。 

(2) 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者が２に

掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。 

11 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 当該建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約によ

り締結する予定の有無 無 

(3) 契約書作成の要否 要 

(4) 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地

方消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を控除した金額を入札書に記載すること。 

37



(5) 関係図書等の閲覧 建設工事執行規則（昭和 39年宮城県規則第９号）、宮城県建設工事競争入札参

加心得、建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）実施要領、宮城県建設工事総合評価落札方式

（簡易型・標準型）の手引きについては、出納局契約課のホームページ及び入札情報サービスシステ

ムにおいて閲覧できる。 

(6) 詳細は入札説明書による。 

12 概要 

Summary 

1. Name of Construction:  

New sanitation construction work for the Miyagi Prefectural Civic Center and NPO Plaza 

Complex 

2. Details of Construction: 

・Sanitary fittings (1 set)  

・Water supply system (1 set) 

・Drainage equipment (1 set) 

・Hot water supply system (1 set) 

・Fire extinguishing equipment (1 set) 

・Gas equipment (1 set) 

・Equipment for surveying and drilling for a well (1 set) 

3. Contact Information and Address for Bid Submission:  

Construction Contract Section, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government  

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 980-8570 

TEL.: 022-211-3336 

4. Deadline for Application for Bid Submission:  

April 15, 2025, 5:00 P.M. 

5. Person in Charge of Bidding:  

Yasuhiro Kikuta, Director, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government 

6. Deadline for Bid Submission:  

June 6, 2025, 5:00 P.M. 

7. Place for Bid Selection:  

Bidding Room, Miyagi Prefectural Government Building 10th Floor,  

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 

8. Date and Time for Bid Selection:  

June 10, 2025, 10:15 A.M. 
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政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付す。 

令和７年４月１日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩    

 

１ 入札に付する工事 

(1) 工事番号 令和７年度債務複合施設１‐103号 

(2) 工 事 名  県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設新築空調工事 

(3) 施工場所 仙台市宮城野区宮城野二丁目 301‐１の一部 

(4) 工  期 宮城県議会で議決された日の翌日から令和 10年 11月 30日まで 

(5) 工事概要 空気調和設備 一式 

         換気設備 一式 

        排煙設備 一式 

        自動制御設備 一式 

        床冷暖房設備 一式 

        床暖房設備 一式 

        地中熱設備 一式 

(6) 予定価格 5,006,000,000円（消費税及び地方消費税を除く。） 

(7) 入札方式  一般競争入札（入札参加資格事前審査方式（施工体制事前提出方式）・ 

郵送入札・調査基準価格及び数値的判断基準を適用） 

(8) 落札方式 総合評価落札方式（標準型（施工計画型）） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1)及び(2)に掲げる要件を満たす単体企業、又は、(1)、(3)及び(4)に掲げる要件を満たす特定建設工

事共同企業体であること。 

また、この入札に参加する同一の企業は、単体企業、事業協同組合若しくは経常建設工事共同企業体又

は特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）のいずれかの形態をもって当該入札に同時に

参加することはできない。 

(1) 単体企業及び共同企業体におけるすべての構成員の資格 

イ 令和７年度宮城県建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格（以下「特定調達参加資格」

という。）を有すること。 

ロ 開札日において、宮城県から建設工事入札参加登録業者等指名停止要領に基づく指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

ハ 開札日において、会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を

受けた後、宮城県知事が別に定める競争入札参加資格の再評価を受けていること。 

ニ 開札日において、銀行取引停止となった者については、申立日を審査基準日とした経営事項審査

の再審査を受けていること。 

ホ 開札日において、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項各

号の規定に該当しないこと。 

なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条第１項の規定に該当しない者である。 

ヘ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 11月１日施行）別表各号に規定する次のいずれか

に該当するときは、入札に参加することはできない。 

なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為

は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 
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(ｲ) 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又

は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事

等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対法」という。）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である場合、又は暴力団員が経営に事実上参

加していると認められるとき。 

(ﾛ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警

察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係者」という。）の威力を利用

するなどしていると認められるとき。 

(ﾊ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下

「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対

して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与し

ていると認められるとき。 

(ﾆ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

(ﾎ) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引し

たり、又は不当に利用していると認められるとき。 

ト 経常建設共同企業体及び事業協同組合は、共同企業体の構成員となることができない。 

(2) 単体企業の資格 

イ 特定調達参加資格の承認の際に管工事に係る建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 27条の 29

第１項の規定する総合評定値が 1,100点以上であること。 

ロ 建設業法第 15条の規定に基づく管工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ハ 現場施工に着手する日までに、管工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載のとお

りとする。） 

(3) 共同企業体の結成方法 

イ 構成員の数は、２者であること。 

ロ 構成員の組合せは、(4)のイの資格を満たす１者及び(4)のロの資格を満たす１者の組合せである

こと。 

ハ 結成は、自主結成であること。 

ニ 代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者で、施工能力の大きい者であること。 

ホ 代表者の出資割合は、構成員中最大であること。 

 (4) 共同企業体の構成員の資格 

  イ 共同企業体における代表者 

   (ｲ) 特定調達参加資格の承認の際に管工事に係る建設業法第 27条の 29第１項の規定する総合評定

値が 1,100点以上であること。 

   (ﾛ) 建設業法第 15条の規定に基づく管工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

      (ﾊ) 現場施工に着手する日までに、管工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載の

とおりとする。） 

  ロ 共同企業体における代表者以外の構成員 

   (ｲ) 特定調達参加資格の承認の際に管工事に係る建設業法第 27条の 29第１項の規定する総合評定

値が 850点以上であること。 
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   (ﾛ) 建設業法第 15条の規定に基づく管工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

      (ﾊ) 現場施工に着手する日までに、管工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載の

とおりとする。） 

３ 入札手続等 

(1) 入札執行者 

宮城県出納局契約課長 菊田 康弘 

(2) 担当課及び担当班 

〒980‐8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎２階） 

宮城県出納局契約課工事契約班  022‐211‐3336 

(3) 契約条項を示す場所並びに入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所等 

イ 契約条項を示す場所 (2)と同じ 

ロ 入札説明書及び入札参加資格確認申請書類の交付期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年４月 15日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日等」という。）を除く）午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ハ 入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所及び方法 

(2)において配布及びこの入札公告が掲載された入札情報サービスシステムの工事の欄からダウ

ンロードできる。 

(4) 設計図書等の閲覧及び貸出 

当該工事に係る仕様書、図面及び仮契約書（案）を閲覧に供するほか、希望者に貸し出しする。 

イ  閲覧、貸出期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年６月５日（木）まで（休日等を除く。）の午前９時から 

午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ロ 閲覧場所 

入札情報サービスシステム 

(5)  入札書の提出期限及び場所 

イ 提出期限及び方法 

令和７年６月６日（金）午後５時とし、提出方法は入札説明書に記載のとおりとする。 

なお、電報及びファクシミリによる入札は認めない。 

ロ 場所 (2)と同じ 

(6) 開札の日時及び場所 

イ 日時 令和７年６月 10日（火）午前 10時 30分 

ロ 場所 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 入札室（宮城県行政庁舎 10階） 

４ 入札参加資格の確認等 

(1) 提出書類 

入札参加を希望する者は、次に掲げる書類（３の(3)により配布する様式による。）を持参の上提出

し、この工事に係る入札参加資格審査及び資格確認を受けなければならない。 

イ 入札参加資格確認申請書 

ロ その他、入札説明書に記載してあるもの。 

(2) 入札参加申請書類の受付期間及び提出場所等 

イ 受付期間及び時間 

令和７年４月１日（火）から令和７年４月 15日（火）まで（休日等を除く。）の午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ロ 提出場所 
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３の(2)と同じ 

(3) 入札参加資格の審査等 

イ 入札参加資格の審査をしたときは、当該申込みを行った者に対してその結果を郵送で通知する。 

ロ 入札参加資格有資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせをすること

ができる。 

ハ ロの説明を求めようとするときは、その旨を記載した書面を３の(2)に記載の担当課へ提出する

ものとする。 

５ 入札保証金 

必要（詳細については入札説明書に記載のとおりとする。） 

６ 工事費内訳書の提出 

(1) 入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

(2) 工事費内訳書の様式は別に定める。 

(3) 工事費内訳書は、返戻しない。 

７ 入札の無効 

本入札公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入

札並びに入札説明書において示した条件等に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、開札時において２に掲げるいずれ

かの要件を満たさなくなった者のした入札は無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

入札価格が、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、総合評価点の最も高い者を落札候

補者とする。ただし、調査基準価格を設けるものとし、落札者となるべき者の入札価格によっては、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点の最も高い者を落

札候補者とすることがある。 

９ 契約保証金 

契約金額の 10分の１以上の金額とする。ただし、調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合の

契約保証金の額は、契約金額の 10分の３以上の額とする。 

10 契約の締結 

(1) この契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第５号及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年宮城県条例第 18号）第２条の規定により、

この契約の効力は宮城県議会の議決を経てから生ずるため、それまでの間は仮契約の締結を行うもの

とする。 

(2) 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者が２に

掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。 

11 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 当該建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約によ

り締結する予定の有無 無 

(3) 契約書作成の要否 要 

(4) 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地

方消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を控除した金額を入札書に記載すること。 
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(5) 関係図書等の閲覧 建設工事執行規則（昭和 39年宮城県規則第９号）、宮城県建設工事競争入札参

加心得、建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）実施要領、宮城県建設工事総合評価落札方式

（簡易型・標準型）の手引きについては、出納局契約課のホームページ及び入札情報サービスシステ

ムにおいて閲覧できる。 

(6) 詳細は入札説明書による。 

12 概要 

Summary 

1. Name of Construction:  

Air Conditioning Work for New Construction of a Miyagi Prefectural Civic Center and NPO 

Plaza Complex 

2. Details of Construction: 

・Installation of air conditioning equipment (1 set) 

・Installation of ventilation equipment (1 set) 

・Installation of smoke exhaust equipment (1 set)  

・Installation of automated controls equipment (1 set) 

・Installation of underfloor heating and cooling equipment (1 set) 

・Installation of underfloor heating equipment (1 set) 

・Installation of geothermal heating equipment (1 set) 

3. Contact Information and Address for Bid Submission:  

Construction Contract Section, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government  

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 980-8570 

TEL.: 022-211-3336 

4. Deadline for Application for Bid Submission:  

April 15, 2025, 5:00 P.M. 

5. Person in Charge of Bidding:  

Yasuhiro Kikuta, Director, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government 

6. Deadline for Bid Submission:  

June 6, 2025, 5:00 P.M. 

7. Place for Bid Selection:  

Bidding Room, Miyagi Prefectural Government Building 10th Floor,  

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 

8. Date and Time for Bid Selection:  

June 10, 2025, 10:30 A.M. 
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宮選管告示第 35号 

宮城県公職選挙執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和７年４月１日 

宮城県選挙管理委員会委員長  櫻  井  正  人    

 

宮城県公職選挙執行規程の一部を改正する告示 

 宮城県公職選挙執行規程（昭和 31年宮選管告示第 10号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２特別養護老人ホーム第二茂庭苑の項の次に次のように加える。 

 特別養護老人ホームノテとみざわの里     同 市太白区富沢西３丁目 10番地の１       

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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宮城県公安委員会規則第９号

警察署の下部機構に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

宮城県公安委員会委員長 佐藤 勘三郎

警察署の下部機構に関する規則の一部を改正する規則

警察署の下部機構に関する規則（昭和29年宮城県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正

する。

改正前 改正後

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

駐在所の名称及び位置 駐在所の名称及び位置

警 察 署 名 名 称 位 置 警 察 署 名 名 称 位 置

（略） （略）

石巻市大瓜字亀
大瓜駐在所

石巻市大瓜字亀
大瓜駐在所

山待井38番地４石巻警察署 山待井38番地４ 石巻警察署

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

刈田郡蔵王町宮 刈田郡蔵王町大

宮駐在所 字町43番地 蔵王駐在所 字円田字西浦北

50番地８50番地８

（略） （略）

刈田郡蔵王町大
白石警察署 白石警察署

刈田郡蔵王町大

永野駐在所 字円田字西浦北永野駐在所 字円田字西浦北

50番地８50番地８

刈田郡蔵王町大刈田郡蔵王町大

平沢駐在所 字平沢字寺前48平沢駐在所 字平沢字寺前48

番地番地

（略） （略）

（略） （略）

別表第３ （略） 別表第３ （略）

別表第４（第４条関係） 別表第４（第４条関係）

仙台中央警察署～仙台北警察署 （略） 仙台中央警察署～仙台北警察署 （略）

仙台東警察署 仙台東警察署

名 称 受 持 区 域 名 称 受 持 区 域

（略） （略）

仙台市宮城野区のうち 仙台市宮城野区のうち

洞ノ口駐在 岩切（七北田川の北側の地域 洞ノ口駐在 岩切（七北田川の北側の地域

、岩切分台一丁目から岩 、岩切分台一丁目から岩所 ） 所 ）

切分台三丁目まで 切分台三丁目まで、神谷沢、神谷沢
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泉警察署・若林警察署 （略） 泉警察署・若林警察署 （略）

石巻警察署 石巻警察署

名 称 受 持 区 域 名 称 受 持 区 域

（略） （略）

石巻市のうち 石巻市のうち

大橋一丁目から 井内、大瓜、大橋一丁目から井内、大瓜、

大橋三丁目まで、開北一丁目 大橋三丁目まで、開北一丁目

から開北四丁目まで から開北四丁目まで、新栄一、新栄一

、水明北一 丁目、新栄二丁目、水明北一丁目、新栄二丁目

丁目から水明北三丁目まで、 丁目から水明北三丁目まで、

水明南一丁目、水明南二丁目 水明南一丁目、水明南二丁目

中里交番 、中里一丁目から中里 中里交番 、高木、中里一丁目から中里、高木

七丁目まで 、東中里一 七丁目まで、根岸、東中里一、根岸

丁目から東中里三丁目まで、 丁目から東中里三丁目まで、

水押一丁目から水押三丁目ま 水押一丁目から水押三丁目ま

で で、美園一丁目から美園三丁、美園一丁目から美園三丁

、南中里一丁目 目まで、南境、南中里一丁目目まで、南境

から南中里四丁目まで、元倉 から南中里四丁目まで、元倉

一丁目、元倉二丁目 一丁目、元倉二丁目

（略） （略）

石巻市のうち石巻市のうち

井内、大瓜、新栄一丁目、新井内、大瓜、新栄一丁目、新

大瓜駐在所 栄二丁目、高木、根岸、美園大瓜駐在所 栄二丁目、高木、根岸、美園

一丁目から美園三丁目まで、一丁目から美園三丁目まで、

南境南境

（略） （略）

塩釜警察署 塩釜警察署

名 称 受 持 区 域 名 称 受 持 区 域

（略） （略）

宮城郡利府町のうち 宮城郡利府町のうち

飯土井 、神谷沢、菅谷 飯土井、岩切、神谷沢、菅谷
菅谷駐在所 菅谷駐在所

、岩切

、菅谷台一丁目から菅谷台四 、菅谷台一丁目から菅谷台四

丁目まで 丁目まで

（略） （略）

気仙沼警察署～古川警察署 （略） 気仙沼警察署～古川警察署 （略）

大和警察署 大和警察署

名 称 受 持 区 域 名 称 受 持 区 域

（略） （略）

富谷市のうち 富谷市のうち

明石、明石台一丁目から明石 明石、明石台一丁目から明石
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台九丁目まで、石積、大亀、 台十丁目まで、石積、大亀、

大清水一丁目、大清水二丁目 大清水一丁目、大清水二丁目

、上桜木一丁目、上桜木二丁 、上桜木一丁目、上桜木二丁

目、穀田（瀬ノ木、瀬戸ノ沢 目、穀田（瀬ノ木、瀬戸ノ沢

、花ノ沢、高屋敷、松場、土 、花ノ沢、高屋敷、松場、土

屋沢及び釜ノ沢）、鷹乃杜一 屋沢及び釜ノ沢）、鷹乃杜一

成田交番 丁目から鷹乃杜四丁目まで、 成田交番 丁目から鷹乃杜四丁目まで、

富ヶ丘一丁目から富ヶ丘四丁 富ヶ丘一丁目から富ヶ丘四丁

目まで、富谷（大清水上）、 目まで、富谷（大清水上）、

成田一丁目から成田九丁目ま 成田一丁目から成田九丁目ま

で、西成田（千刈沖、新千刈 で、西成田（千刈沖、新千刈

沖、下八百刈、荒井向、荒井 沖、下八百刈、荒井向、荒井

向東、白鳥及び荒井向西二番 向東、白鳥及び荒井向西二番

を除く。）、東向陽台一丁目 を除く。）、東向陽台一丁目

から東向陽台三丁目まで から東向陽台三丁目まで

（略） （略）

栗原警察署～大河原警察署 （略） 栗原警察署～大河原警察署 （略）

白石警察署 白石警察署

名 称 受 持 区 域 名 称 受 持 区 域

（略） （略）

刈田郡蔵王町のうち 刈田郡蔵王町のうち

宮 円田（土浮山（１番地から65

宮駐在所 蔵王駐在所 番地まで）及び釜沢を除く。

）、小村崎、塩沢、平沢、曲

竹、宮、矢附宮、矢附

（略） （略）

刈田郡蔵王町のうち刈田郡蔵王町のうち

円田（土浮山（１番地から65円田（土浮山（１番地から65

番地まで）、釜沢、石橋、屋
永野駐在所

番地まで）、釜沢、石橋、屋
永野駐在所

敷、寺西、泉屋敷、助六壇及敷、寺西、泉屋敷、助六壇及

び大畑を除く。）、塩沢、曲び大畑を除く。）、塩沢、曲

竹、矢附竹、矢附

刈田郡蔵王町のうち刈田郡蔵王町のうち

円田（石橋、屋敷、寺西、泉
平沢駐在所

円田（石橋、屋敷、寺西、泉
平沢駐在所

屋敷、助六壇及び大畑）、小屋敷、助六壇及び大畑）、小

村崎、平沢村崎、平沢

（略） （略）

角田警察署・亘理警察署 （略） 角田警察署・亘理警察署 （略）

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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